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環
境
へ
の
負
荷
が
少
な
い
エ
ネ
ル

ギ
ー
設
備
の
普
及
を
促
進
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
、
住
宅
用
高
効
率
給

湯
器
設
置
に
対
す
る
補
助
事
業
を
開

始
し
ま
す
。

　

地
球
規
模
の
環
境
問
題
に
対
応
す

る
た
め
、
施
設
・
教
育
・
運
用
面
に

お
い
て
子
供
た
ち
が
環
境
問
題
を
身

近
に
感
じ
ら
れ
る
エ
コ
ス
ク
ー
ル
を

促
進
し
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
負
荷
の
軽
減

を
図
り
ま
す
。

　

エ
コ
ラ
イ
フ
Ｄ
Ａ
Ｙ
と
は
、
省
エ

ネ
・
省
資
源
な
ど
環
境
に
配
慮
し
た

一
日
を
送
り
、
簡
単
な
チ
ェ
ッ
ク
シ

ー
ト
で
温
室
効
果
ガ
ス
で
あ
る
二
酸

化
炭
素
の
削
減
量
を
把
握
し
、
ラ
イ

フ
ス
タ
イ
ル
を
見
直
す
き
っ
か
け
を

作
る
取
り
組
み
で
す
。

　

市
内
小
・
中
学
校
の
児
童
、
生
徒
、

市
職
員
お
よ
び
そ
の
家
族
で
実
施
し

て
い
る
ほ
か
、「
市
報
ぎ
ょ
う
だ
」や

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
通
し
、
企
業
や

自
治
会
な
ど
の
団
体
に
も
参
加
を
呼

び
掛
け
て
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

７
月
４
日
か
ら
10
日
ま
で
の
期
間

内
の
一
日
に
つ
い
て
実
施
し
ま
し
た
。

ま
た
、
エ
コ
ラ
イ
フ
Ｄ
Ａ
Ｙ
実
施
の

募
集
を
し
た
と
こ
ろ
、
１
団
体
（
二

持
田
第
一
自
治
会
）
か
ら
応
募
が
あ

り
、
実
施
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

今
回
の
エ
コ
ラ
イ
フ
Ｄ
Ａ
Ｙ
に
よ

り
削
減
で
き
た
二
酸
化
炭
素
の
量
は

８
２
４
万
２
千
９
９
５
グ
ラ
ム
と
な

り
ま
し
た
。
こ
れ
は
３
千
４
９
５
リ

ッ
ト
ル
の
ガ
ソ
リ
ン
を
燃
焼
さ
せ
た

と
き
に
排
出
す
る
二
酸
化
炭
素
の
量

と
同
じ
で
す
。

「
環
境
み
ら
い
都
市
」
に
認
定

さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
地
球

温
暖
化
対
策
に
積
極
的
に
取
り

組
む
姿
勢
を
県
内
に
広
く
ア
ピ

ー
ル
す
る
こ
と
が
で
き
た
本

市
。
今
後
も
、「
行
田
エ
コ
タ

ウ
ン
」
の
創
出
に
向
け
て
、
市

民
の
皆
さ
ん
と
一
緒
に
な
っ
て

環
境
に
や
さ
し
い
ま
ち
づ
く
り

を
推
進
し
て
い
き
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ　

環
境
課
環
境

　

政
策
担
当
☎
５
５
６
ー
９
５

　

３
０

参加区分 参加数（人） 二酸化炭素削減量（g） 1人あたりの削減量（g）

小学校低学年
（1～3年生）

児　童 1,757 796,596 453

家族、教職員 3,419 1,430,212 418

小学校高学年
（4～6年生）

児　童 1,834 1,507,468 822

家族、教職員 2,636 2,152,254 816

中学校
生　徒 1,629 1,327,059 815

家族、教職員 762 630,588 828

一　般 二持田第一自治会 86 61,982 721

市役所 職員など 521 336,836 647

合　計 12,644 8,242,995 652

※参加区分によってチェック項目が異なります。

▶対　　象
・自らが居住する市内の住宅に電力を供給する目的で、

１キロワット以上の発電システムを設置する方
・市税の滞納がない方
・建築基準法、都市計画法などの違反がない方
・平成23年6月1日から平成24年3月10日の期間に発

電システムを設置した(する)方
・行田市住宅改修資金補助金の交付を受けていない方
▶補助金額　１件８0,000円
▶申請方法　環境課で配布している申請書(市ホームペ
　ージからダウンロード可)に必要事項を記入のうえ、

11月1日（火）～12月28日（水）に直接同課に提出して
　ください。
▶そ の 他　すでに設置済みの方でも、６月１日以降に

設置した場合は対象となります。また、予算の範囲内
での補助となりますので、受付予定数の101件に達
した場合は抽選となります。

　太陽光発電システム
設置補助金の受け付け
を11月１日から再開
します（当初予算分とは
条件が異なりますので、
ご注意ください）。

▶対　　象
・市内に自己の居住を主たる目的として所有している住

宅に未使用の補助対象給湯器を設置した方
・補助対象給湯器の保証書に記載されている購入年月日

が平成23年10月１日以降の給湯器
・市税の滞納がない方
・建築基準法、都市計画法などの違反がない方
・行田市住宅改修資金補助金の交付を受けていない方
▶補助対象給湯器および金額　
・ＣＯ２冷媒ヒートポンプ給湯器（エコキュート）：１台

につき２0,000円
・ガスエンジン給湯機（エコウィル）：１台につき２

0,000円
・潜熱回収型給湯器（エコジョーズ、エコフィール）：１

台につき１0,000円
・燃料電池コージェネレーションシステム（エネファー

ム）：１台につき５0,000円
※補助対象経費が補助金の額の２倍を超えない場合は、

補助金を交付しません。
▶申請方法　環境課で配布している申請書(市ホームペ
　ージからダウンロード可)に必要事項を記入のうえ、

11月１日（火）～平成24年3月9日(金)に直接同課へ
提出してください。

▶そ の 他　予算の範囲内での補助となりますので、予
算額に達した場合は受付期間中でも終了します。

　住宅用高効率給湯器
を設置する方を対象に
補助金を交付します。

エ
コ
ラ
イ
フ
Ｄ
Ａ
Ｙ
２
０
１
１

夏
の
結
果
を
お
知
ら
せ
し
ま
す

エ
コ
ス
ク
ー
ル
化
の
推
進

と
環
境
教
育
の
充
実

住
宅
用
高
効
率
給
湯
器

設
置
の
推
進

エ
コ
ラ
イ
フ
Ｄ
Ａ
Ｙ
の
推
進

補助 太陽光発電システム
設置補助金を再開します

補助 住宅用高効率給湯器
設置補助金を交付します


